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藤
原
精
吾
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
座
長
か
ら
、
１０
月
１５
、
１６
日
、

自
由
権
規
約
に
関
す
る
日
本
の
状

況
に
つ
い
て
の
国
連
審
査
が
行
わ

れ
、
３１
日
に
は
、
日
本
政
府
に
対

す
る
総
括
所
見
で
独
立
人
権
機
関

が
設
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ

 

多
く
の
議
題
が
審
議
さ
れ
、
報
告
も
多
く
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
中

国
ブ
ロ
ッ
ク
の
会
員
に
お
伝
え
し
た
い
の
は
、次
の
よ
う
な
点
で
す
。

田
川
副
会
長
よ
り
、
２
０
０
６

年
の
釧
路
人
権
大
会
で
貧
困
の
連

鎖
を
打
ち
切
り
す
べ
て
の
人
の
尊

厳
に
値
す
る
生
存
を
実
現
す
る
こ

と
を
求
め
る
決
議
を
採
択
し
た
が
、

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
生
活
保

護
問
題
緊
急
対
策
委
員
会
が
設
置

さ
れ
、
こ
れ
ま
で
活
動
し
て
き
た
。

こ
の
問
題
は
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
、

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
い
っ
た
労

働
と
貧
困
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
。
今
年
の
富
山
人
権
大
会

第
３
部
会
で
も
取
り
上
げ
た
。
今

後
予
定
し
て
い
る
シ
ン
ポ
に
向
け

こ
の
間
、
１１
月
８
日
に
第
２３

回
司
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催

し
、
弁
護
士
約
５
０
０
名
、
一
般

市
民
約
７
０
０
名
の
合
計
約
１
２

０
０
名
が
来
場
し
た
。
高
校
生
模

擬
裁
選
手
権
、
各
会
場
、
映
画
の

上
映
い
ず
れ
も
満
員
。
高
校
生
模

擬
裁
判
選
手
権
で
は
、
勝
っ
て
泣

き
、
負
け
て
泣
き
。
裁
判
員
裁
判

自
体
の
シ
ン
ポ
も
有
意
義
で
あ

り
、
テ
レ
ビ
で
も
放
映
さ
れ
た
。

１１
月
１３
日
に
報
酬
の
過
大
請
求

に
関
し
て
、
刑
事
弁
護
充
実
の
内

容
も
あ
わ
せ
た
お
願
い
文
書
を
全

会
員
宛
発
送
し
た
。
政
治
情
勢
は

流
動
的
で
あ
り
、
解
散
が
な
か
な

て
是
非
採
択
し
て
頂
き
た
い
と
提

い
て
懸
念
が
表
明
さ
れ
早
期
の
実

現
を
求
め
る
旨
の
勧
告
も
出
さ
れ

て
い
る
。
日
弁
連
と
し
て
の
要
綱

を
ぜ
ひ
確
定
願
い
た
い
と
の
要
望

が
あ
っ
た
。 

こ
れ
に
対
し
、
理
事
会
は
一
部

表
現
を
修
正
の
上
承
認
し
た
。 

 

 

近畿弁護士会連合会は、大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌
山の二府四県の 6単位会（4561名）で構成され、関弁連に次ぐ大
きな弁連です。近弁連は、弁連大会と人権擁護大会と隔年に交互
にやっており、今年は人権大会として滋賀県大津市で行われまし
た。11月 23日の正副会長会議は 1時間繰り上げて 9時半から始
め午後 1時半迄の会議後、連れだって東京駅から新幹線で京都に
行き東海道線に乗り換えて大津に行き、会場と宿舎の琵琶湖ホテ
ルに行きました。琵琶湖を一望する綺麗なホテルでした。前夜懇
親会は、琵琶湖名産のものを頂きました。名物の「鮒鮨」も出て
きましたが、なかなか風味があり、ブルーチーズの最も匂いの強
いのと良い勝負だなと思いました。 
翌朝は、大津駅近くの滋賀県弁護士会館を借りて日弁連にいる
次長の方々を交えての電話会議による正副会長会を続行しました。
午後は、本番の近弁連人権擁護大会で修復的司法と受刑者の人権
問題と琵琶湖の自然を守る趣旨等の 3つの宣言・決議が採択され
ました。その後、懇親会は盛大かつ和やかに行われました。 
 そして、翌日は地元の村山副会長のお世話で執行部有志が夫人
同伴で琵琶湖の湖東三山等の紅葉の名所を訪ね素晴らしい紅葉を
愛でることが出来ました。これで、弁連ツアーは全て終了しました。
後は、12月の臨時総会が執行部にとり大きな課題です。 

か
行
わ
れ
ず
国
会
が
動
き
出
し
て

い
る
。
本
日
朝
公
明
党
と
の
朝
食

会
を
行
い
、
太
田
代
表
以
下
幹
部

１７
名
が
出
席
さ
れ
た
。
扶
助
予
算

と
扶
助
制
度
の
改
革
、
消
費
者
庁

問
題
審
議
入
り
を
要
請
し
た
が
、

今
後
自
民
党
、
民
主
党
に
対
し
て

も
要
請
す
る
予
定
で
あ
る
。
衆
院

法
務
委
員
会
で
は
、
裁
判
員
等
に

つ
い
て
の
質
疑
が
あ
り
、
岡
山
の

過
大
請
求
事
案
に
つ
い
て
も
質
問

が
あ
っ
た
が
、
法
務
省
か
ら
事
後

調
査
を
行
う
な
ど
再
発
防
止
策
を

検
討
中
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
の
み

で
、
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
だ
答
弁

は
な
い
。
国
選
報
酬
は
安
す
ぎ
る

の
で
増
額
が
必
要
と
の
質
問
が
あ

っ
た
の
に
対
し
、
岡
山
の
事
案
と

神
洋
明
量
刑
制
度
に
関
す
る
検

討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
座
長
よ

り
、
同
案
に
対
す
る
反
対
の
趣
旨

に
つ
い
て
の
説
明
提
案
が
な
さ
れ

た
。
無
期
刑
の
仮
釈
放
に
つ
い
て

は
、
過
去
は
２０
年
を
待
た
ず
に
仮

釈
放
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
１５
年

以
降
の
仮
釈
放
者
は
す
べ
て
２０

年
以
上
と
な
っ
て
い
る
と
の
補
足

す
る
と
思
わ
れ
る
。
獄
死
す
る
例

も
多
い
。
こ
の
１０
年
で
は
、
仮
釈

放
者
は
７９
名
に
対
し
、
獄
死
者
は

１
２
０
名
で
あ
る
。
と
。 

そ
の
上
で
、
採
決
さ
れ
賛
成
多

数
（賛
成
６４
、
反
対
４
、
棄
権
１２
）

で
承
認
と
な
っ
た
。 

 

 
 
 
四国弁護士会連合会は、四国四県の各弁護士会からなって
おり、会員総数は 356名で、全国 8ブロックの各連合会では、
最も少数精鋭です。11月 13日の正副会長会は 9時から始め、
午後 4時すぎには飛行機で高松に向かいました。前夜懇親会
は、高松市郊外の歴史的建造物という元讃岐藩の与力屋敷で
行われました。ご当地名物の讃岐うどんは、締めの料理とし
て出され美味しく頂きました。翌日午前は、裁判員裁判のシ
ンポジウムが開かれました。その間正副会長会を開いていま
したので私共は出ることが出来ませんでした。このシンポジ
ウムの成果は大会で裁判員裁判の推進を求める決議として採
択されました。退会後の懇親会は、洋食のフルコースで大き
な弁連では出来ない しゃれて小粋なものでした。翌週は、
会務の関係で、帰関せず東京に帰ることにしました。午後の
飛行機出発前に、小学校の修学旅行の想い出を辿るべく屋島
と栗林公園に行きました。屋島は、日本の昔の観光地がそう
であるようにさびれており、寂しい思いがました。屋島の駅
から行きはタクシーで行きましたが、帰りは歩いて下山しま
した。その後、栗林公園に行きましたが、ここは松の緑が変
わらず立派な庭園が維持されているのには感激しました。 

説
明
も
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

賛
成
、
反
対
、
悩
ん
で
い
る
等
の

意
見
が
表
明
さ
れ
た
。 

こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
、
最

後
に
神
座
長
よ
り
次
の
よ
う
に
補

足
説
明
が
な
さ
れ
た
。
即
ち
、
長

期
受
刑
者
で
は
５５
年
と
い
う
受

刑
者
が
お
り
、
こ
う
い
う
受
刑
者

は
身
元
引
受
人
も
な
く
終
身
刑
化

は
切
り
離
し
て
検
討
し
て
い
く
と

の
答
弁
が
あ
っ
た
。
日
弁
連
と
し

て
は
、
今
後
各
政
党
、
法
務
省
と

の
協
議
を
踏
ま
え
て
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
。 

 

案
が
あ
り
、
続
い
て
、
竹
下
義
樹

生
活
保
護
問
題
緊
急
対
策
委
員
会

副
委
員
長
か
ら
要
綱
案
の
趣
旨
説

明
が
、
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
。

わ
が
国
で
は
、
生
活
保
護
法
が
あ

り
な
が
ら
餓
死
者
が
発
生
し
て
い

る
。
水
際
作
戦
で
こ
れ
ら
の
人
は

生
活
保
護
か
ら
排
除
さ
れ
て
い

る
。
ド
イ
ツ
で
は
法
改
正
が
な
さ

れ
、
社
会
扶
助
の
充
実
を
図
っ
た

と
こ
ろ
、
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
を
発

生
さ
せ
る
こ
と
な
く
就
業
者
を
増

や
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
韓

国
で
は
生
活
保
護
法
か
ら
基
礎
生

活
保
障
法
に
替
え
て
い
る
。
日
本

で
も
、
保
護
で
は
な
く
、
権
利
性

を
高
め
る
こ
と
を
求
め
て
提
案
す

る
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
理
事
会
は
執
行

部
に
修
文
を
一
任
の
上
承
認
し

た
。 

日弁連は、11月 20日午後 3時より、衆議院第
２議員会館で、標題の集会を開き、私は冒頭の
主催者挨拶を行いました。日弁連は、政府提出
の法案は不十分なもので急進行する日本の不況
のもと多くの非正規労働者が解雇の危機にさら
されており、抜本的改正こそが必要であること
は会長声明で明らかにしていると訴えました。
非正規雇用の労働者の皆さんが、何人も、その
悲惨な実情を述べられ、共感を呼んでいました。
中でも、トルコ航空の若いステュアーデスの女
性がトルコ人正規職員の 3分の 1の 200万円で
働かされ、さらにまた給料の引き下げをされそ
うだという訴えには驚きました。12 月下旬に国
際人権関係でトルコに招請されている日弁連委
員に、このことを現地でアピールして貰う必要
があると思いました。満員の集会には、テレビ
カメラも数台入り、国会議員問題 10名余主出席
して貰い、翌日の新聞にもいくつかの社が取り
上げました。 
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を
勧
告
。 
(6)
刑
事
拘
禁
制
度 

(7)
表
現
の
自
由
に
対
す
る
不
合

 
 
1～3      東京で日弁連だより原稿書き 
 4  11:00  自由権ＷＧ 
5  10:00  国際人権問題委員会 

第３回事務局会議 
14:15  日弁定例記者会見  
規約人権委総括所見 

   6  10:30  正副会長会 
      14:00  人権規約ＮＧＯ院内集会・記者会見
   7  15:00  人種差別撤廃条ＷＧ 
   8  10:00  第２３回司法シンポ(弁護士会館) 
       午後  帰関 
 
  11   午後  上京 
  13   9:00  正副会長会 午後空路移動 
     18:30  四国弁連前夜夕食会(高松) 
  14   9:00  正副会長会（高松 ANAホテル） 
      12:30  四国弁連定期大会(同上) 
  15   午後  屋島、栗林公園散策後空路上京 
  17  10:30  正副会長会 
  18   7:15  公明党との朝食会(ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ) 
      10:15  常務理事会 
      10:45  理事会 
      17:00  理事懇談会 
      18:00  中国弁連懇親会 
  19  10:00  理事会 
  20  10:00  人権大会第３シンポ実行委員会 
      15:00  衆議員会館院内集会 

（労働者派遣法） 
  21   午後  帰関 
 
  22  17:30  下関駅事件慰労会（みもすそ川別館）
 
  25   午後  上京 
  26  13:30  外弁登録審 
      15:30  インフルエンザ予防接種 
  27   9:30  正副会長会 午後新幹線移動 
      18:00  近弁連前夜懇親会(琵琶湖ホテル) 
  28   9:00  正副会長会(滋賀県弁護士会館) 
      13:00  近弁連大会（琵琶湖ホテル） 
  29～30     副会長会懇親旅行 湖東三山・京都
 
11月 30日間   2往復  23泊 

 
 
 
 
 
 

 
 

国
際
人
権
（
自
由
権
）
規
約
委

員
会
は
、
２
０
０
８
年
１０
月
行
わ

れ
た
審
査
を
踏
ま
え
、
市
民
的
及

び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規

約
（
以
下
「
自
由
権
規
約
」
と
い

う
。）
の
実
施
状
況
に
関
す
る
第
５

回
日
本
政
府
報
告
書
に
対
し
、
同

年
１０
月
３１
日
、
総
括
所
見
を
発

表
し
ま
し
た
。
総
括
所
見
は
合
計

３４
項
目
に
も
及
ぶ
詳
細
な
も
の
で

画
期
的
な
評
価
・
勧
告
を
行
い
ま

し
た
。
そ
の
大
事
な
点
は
、
会
長

声
明
要
旨
で
述
べ
て
い
る
三
点
で

す
。個
別
的
な
問
題
点
に
つ
い
て
、

注
目
す
べ
き
も
の
を
紹
介
し
ま
す
。

 

(1)
代
用
監
獄
制
度
・取
調
べ
可
視

化
等
の
刑
事
司
法
制
度
の
改
善 

代
用
監
獄
制
度
の
廃
止
お
よ

び
自
由
権
規
約
１４
条
の
完
全

な
実
施
（
取
調
べ
へ
の
弁
護
人

の
立
ち
会
い
、
逮
捕
時
か
ら
の

法
律
扶
助
、
全
医
療
記
録
を
含

む
警
察
記
録
の
開
示
、
起
訴
前

の
保
釈
）、
取
調
べ
時
間
に
つ
い

て
制
裁
を
伴
う
厳
格
な
制
限
、

全
過
程
の
ビ
デ
オ
録
画
を
勧
告

し
た
。 

(2)
「慰
安
婦
」を
含
む
女
性
・子
ど

も
に
対
す
る
差
別
と
暴
力
の
防

止 

(3)
外
国
人
に
対
す
る
差
別
、
難

民
の
保
護 

(4)
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
保
護 

(5)
死
刑
制
度
及
び
死
刑
確
定
者

の
保
護 

死
刑
制
度
に
つ
い
て
は
、
政

府
は
世
論
に
拘
わ
ら
ず
死
刑
廃

止
を
前
向
き
に
検
討
す
る
こ

と
、
死
刑
確
定
者
の
処
遇
及
び

高
齢
者
・
精
神
障
が
い
者
へ
の

死
刑
執
行
に
対
し
、
よ
り
人
道

的
な
対
応
を
と
る
こ
と
、
死
刑

執
行
を
事
前
に
告
知
す
る
こ

と
、
恩
赦
・
減
刑
・
執
行
の
猶

予
が
利
用
可
能
と
な
る
こ
と
、

必
要
的
上
訴
制
度
を
導
入
し
、

再
審
・
恩
赦
の
請
求
に
執
行
停

止
効
を
持
た
せ
る
こ
と
、
再
審

弁
護
人
と
の
秘
密
接
見
の
保
障

時間の経つのは早いもので、今日は師走も 2日、近畿弁護士連合会の人権大会も終わりほっと
一息ついているところです。思い返すと、10 月の日程は過密そのものでした。富山人権大会、
中国弁連山口大会、ジュネーブ・国際人権規約委員会の定期審査、九州弁連別府大会と休む間も
なく行事が続きました。そして、11 月に入ると、すぐに国際人権規約委員会の総括所見がださ
れました。その内容が画期的なものであることは、本号で詳細に述べているとおりです。日弁連
を初めとする日本の NGOの活発な活動が、この結果を引き出したことは明らかで感慨深いものが

あります。そのような中、大阪から参加されていた NGO

理
な
制
限
の
撤
廃 

委
員
会
は
、
公
職
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な
お
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 国際人権（自由権）規約委員会は、2008年 10月行われた審査を踏まえ、市民的及び政
治的権利に関する国際規約（以下「自由権規約」という。）の実施状況に関する第 5 回日

本政府報告書に対する総括所見を 31日、発表した。 

委員会は、前回の審査から今回の審査までの 10年間に、男女共同参画基本計画の樹立、

女性の雇用差別、女性と子どもに対する暴力問題等に関し、一定の改善がなされたこと及

び国際刑事裁判所への加盟等を積極的な側面として評価した。 

他方、わが国において解決を迫られている主要な個別的人権課題として、取調べ全過程

の録画と代用監獄の廃止、死刑廃止の検討と死刑制度の改善、戸別訪問禁止等表現の自由

に対する不合理な制限の撤廃等を含む多数の項目を掲げ具体的な改善を勧告した。 

 とりわけ、日本の人権状況を改善するための制度的な措置として、以下の 3点をあげた。

 第 1点は、日本政府に第一選択議定書の批准を強く求めている点である。委員会はこの

制度が第四審として、国内法の解釈や適用を審査するものではなく、司法の独立に影響を

及ぼすものではないと述べている。 

 第 2点は、政府から独立し、独立の調査・査察権限、財政的・人的基盤を有する実効的

な国内人権救済機関の設置である。 

 第 3点は、裁判官・検察官・弁護士に対する国際人権法教育である。この点は、前回審

査で委員会の指摘を受け一部実施されてはいるが、未だ十分といえないので、自由権規約

の解釈適用を職業訓練に含めるよう勧告がなされた。 

 当連合会は、日本政府が、委員会の勧告を誠意をもって受けとめ、その解決に向けて努

力することを強く求めるとともに、その実現のために全力で努力していく所存であること

をここに表明する。 

の一つである国民救援会大阪府本部副会長の中村千恵子さんからお便りを頂きま
した。中には、中村さんが描かれた水彩の絵手紙が入っていました。ジュネーブ
で、私が和服でお茶を点てている姿を描いて下さったものです。その外にも、豊
後高田戸別訪問事件の元被告大石忠昭さんが撮られたレマン湖のほとりパレウィ
ルソンでの NGO ブリーフィングの際の写真が入っていました。これには、藤原副
団長をはさんで座る中村さんと私の和服姿が写っています（ファクス版は一部が
拡大されています）。日本の NGOで和服だったのは、この二人だけだったのですが、
それなりにアピールできたのかなと思っているところです。 


